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問 既に緑地基準が緩和された条例が施行されている

市町では、問題なく整備が進められているのか。

答
特に問題なく進められており、より促進して欲し

いという意見もあります。

問 環境施設面積と緑地面積の関係について。 

答
緑地面積を含んで環境施設面積が基準以上になる

場合も、基準以上の緑地面積が必要です。

問 新しく総合内科ができるが、医師の数がふえずに

丁寧な診察が行われることになれば、待ち時間が

増加することなどが懸念されるのではないか。

答
外来の患者数は減る傾向にあり、内科にはベテラ

ンの医師も多く、フォローしながら診察すること

で、大きな混乱はないと考えています。

問 ふるさと応援基金繰入金の増額について。 

答
今回の 1 億円の増額分については、既存の事業に

充当しました。

問 年度末に財政調整基金の取り崩しを控えるために、

ふるさと納税の基金を充当することについて。

答
今後は年度末にこのような組み替えがないよう、

早い段階で補正するなどして対応していきたいと

考えます。

問 市債の道路橋梁債の減額について。 

答
社会資本整備総合交付金事業において、市道西谷

坂元線や鶉野飛行場線の整備について、国の補助

金が確定したことにより、その補助金に見合った事業費

を減額したことから、起債も減額になりました。

問 耐震化促進事業の耐震改修助成金は、十分に活用

されているのか。

答
簡易耐震診断の実施件数は一定程度ありますが、

耐震改修工事や建て替え工事は多額の費用が必要

となり実施件数がふえていないと考えています。

上程された議案は、それぞれ所管の総務常任委員会、建設経済厚生常任委員会及び予算決算常任委員

会に付託し、審議を行いました。

工場敷地面積に対する緑地や環境施設の面積割合に
ついて、国が定めた基準に代えて、加西市の実情に合
わせて独自に適用すべき基準を設定しようとするもの。 
  【概要】

工場立地法の緑地及び環境施設の面積割合の基準

国準則

設定区域 全域

緑地面積 20% 以上

環境施設 25% 以上

市準則

設定区域 工業・工専 準工 調整、都計外 地区計画

緑地面積 5% 以上 10% 以上 10% 以上 5% 以上

環境施設 10% 以上 15% 以上 15% 以上 10% 以上

議案第 4 号　加西市工場立地法準則条例の制定に                             
                            ついて

工場立地

議案第 8 号　加西市病院事業の設置等に関する 
                            条例の一部を改正する条例の制定 
                            について

病　院

市立加西病院の診療科目に総合内科を加え、神経内
科を脳神経内科に名称変更しようとするもの。

 
【歳入】 

   ・財政調整基金繰入金（△ 567,124 千円） 
            市税収入等の増及び事業費の確定等に伴う歳出 
            の減 
   ・ふるさと応援基金繰入金（100,000 千円） 
            ふるさと納税活用事業の増に伴う繰入金の増 

【歳出】 
   ・道路新設改良費（△ 161,684 千円） 
            鶉野飛行場線等事業費の確定に伴う社会資本整 
            備総合交付金事業の減等 
   ・給食施設運営費（△ 828,576 千円） 
            加西市南部学校給食ｾﾝﾀｰの建設延期に伴う工事 
            請負費の減等

議案第 12 号　平成 30 年度加西市一般会計 
                               補正予算（第 5 号）について

補正予算

常 任 委 員 会 審 議

建設経済厚生総務 予算決算


